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はじめに

　私、松井英介は、2002 年 3 月まで岐阜大学医学部附属病院放射線医学講座

で研究・教育・診療に携わった後、岐阜環境医学研究所所長として勤務するか

たわら、東京都予防医学協会学術委員「東京から肺がんをなくす会」指導医と

して、また、がん研究会有明病院顧問として、肺がんの一次予防ならびに二次

予防を主な課題としております。

1981－82 年には、ベルリン市立呼吸器専門病院ヘッケスホルン病院（自由

大学附属関連病院）に留学、ドイツの医師たちとの交流を深めて参りました。

また、厚生労働省『肺野微小肺がんの診断および治療法の開発に関する研究』

『がん克服戦略研究事業 森山班』、『がんの罹患高危険度の抽出と予後改善の

ための早期診断及び早期治療に関する研究』、『低線量ＣＴによる肺がん検診の

有用性に関する研究』などの研究分担者を歴任。現在、厚生労働省『がん研究

助成金・大松班「すりガラス状陰影を伴う肺がんの診断・治療法の確立に関す

る研究』研究分担者。厚生労働省『悪性胸膜中皮腫の病態の把握と診断法、治

療法の確立に関する研究・金子班、石綿関連疾患に関する一般市民を対象とし

たスクリーニング』研究運営・画像委員会委員などの役職を担って参りました。

さらに学会活動の面では、日本呼吸器学会専門医、日本肺癌学会特別会員、

日本呼吸器内視鏡学会特別会員、同気管支鏡指導医などを務めております。

　社会的活動の面では、岐阜県羽島市アスベスト調査委員会委員長、廃棄物問

題全国ネットワーク共同代表、731 部隊細菌戦資料センター共同代表として、

活動して参りました。

2011 年 3 月 11 日、今回の地震と津波の被害をテレビ映像で見た瞬間私は、

空襲で徹底的に破壊された大阪・堺の街を想い出しました。国民学校 2 年生の
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記憶です。それは 1945 年 7 月 10 日の深夜でした。和歌山に空襲警報が、堺に

は警戒警報が発令されていました。警戒警報は解除されたので、眠りについた

ひとも多かったと思います。わが家では大豆を炒って、つまんでいました。そ

のときです、突然焼夷弾が降って来たのは。

ヒュルヒュルと鋭く空気を切り裂く音をさせながら落ちてくる鉄の雨の中を、

夢中で海に向かって逃げました。日頃訓練していたバケツリレーのことなど、

頭にありませんでした。ゲートルのこともすっかり忘れていました。母の手だ

と思って握っていたのは、隣人の背負った幼子の足でした。両親とはぐれてし

まったのです。

翌朝救護所で再会した家族たち。４歳の弟・尚信は火傷がひどく、その日の

内に亡くなりました。まだよちよち歩きだった 2 歳の妹・知世は、広場で火に

巻かれ、飛び込んだ防空壕で、踏み潰されて亡くなりました。私・英介は生き

残りました。龍神川は遺体でいっぱいでした。ある人は防火用水に頭だけ突っ

込んで、別の人は電柱の途中で黒焦げになっていました。その夜、南海電車の

沿線のそこここに積み上げられた遺体に火がつけられ、おりしも降り始めた雨

の、湿った空気に焦げた肉の臭いが立ち込めました。

すべてを失った私たちの流浪の日々が始まりました。

あれ以来、花火の音を聞いたとき、肉の焦げる臭いを嗅いだとき、瞬時にし

てあの夜の光景が蘇るのです。

私をして、ヒロシマに向かわせたものは、4 回もアウシュビッツに駆り立て

たものは、731 部隊・細菌戦被害の村に向かわせたものは、人類史上初の無差

別戦略爆撃被害者・重慶市民との交流を深めさせたものは、私の身体の奥深く

刻まれた幼少期の記憶だと思います。

そして 9.11 の後、米軍が、サハラ以北で経済的にもっとも貧しいといわれた

国に空襲をかけたとき、これに抗議する行動に加わりました。ウラン兵器によ

って子どもたちが深刻な障害を背負ったのを知ったとき、2003 年 7 月 6 日アフ

ガニスタン国際戦犯民衆法廷で、ひとりの医師として、内部被曝の健康影響に

ついて証言しました。同年 10 月 16～19 日ハンブルクで開かれたウラン兵器国

際会議でその経験を報告しました。そこで私は、世界各地に広がる内部被曝と、

それによる深刻な晩発障害を実感することになります。

　

第 1章　東電原子力発電所事故と健康障害

（1）東電福島原発事故による健康障害

（a）内部被曝を無視した政府やマスメディアの報道

これからどうやって生きていこうか？　程度の差はあっても、今回の原発事
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故に遭遇して、自分自身の人生や小さい子どもの将来について考えている方は

多いのではないでしょうか。各地で行なわれている今回のできごとについての

勉強会には、主催者の予想を超える人びとが集まります。新入生歓迎の企画と

して、あえて深刻なこのテーマを取り上げた学生たちもいます。東京、大阪、

名古屋などでは高校生や若者が呼びかけたデモに多くのひとが参加しています。

久しくなかったことです。去る9月19日東京では、6万人を超える集会とデモに

よる一大抗議行動が行われました。

一方、政府や東京電力職員や大学教授らは、テレビに登場して、「直ちに健康

への影響はない」などと繰り返しています。厚生労働省のホーム・ページを見

ると、「妊娠中の方、小さなお子さんをもつお母さんの、放射線へのご心配に

お答えします。～水と空気と食べ物の安心のために～」というタイトルのパン

フレットを読むことができます。そこには、母乳も水道水も空気も食べ物も、

心配せずに今までどおり与えてよいと書いてあります。今回の原発事故がレベ

ル 7 だと発表された後も、記述は変わっていません。

文部科学省は、去る 4 月 19 日福島県下の幼・保育園、小中学校などで、屋

外の放射線測定値が一時間 3.8μSｖ以上になる場合、校庭での活動を一日一時

間以内に制限するよう通知しました。これは ICRP の暫定基準値・年間 20mSv
までの目安をもとにしたものだとしています。これに対して直ぐにドイツから

鋭い批判がなされました。年間 20mSv はドイツの原発労働者の基準です。そ

れを日本政府は子ども基準値としたのはなぜなのかと言うわけです。この基準

値をめぐっては、国の内外から引き続き抗議の声が上がりました。

日本政府はこれら抗議の世論に圧されて、年間 1mSv を表明するとともに、

除染キャンペーンを展開してきました。ところが、除染によって 1mSv 以下に

する目処が立たないと見たのか、国の放射線審議会基本部会は、平常時の一般

住民の被曝線量限度を緩和し、年 1mSv から 20mSv 未満の間で「中間目標」

を設定する提言をまとめることを、2011 年 10 月 6 日公表しました。さらに注

意しなければならないのは、この被曝線量限度がセシウム 137 だけに関するも

ので、ストロンチウム 90 やプルトニウム 239 などその他の核種による被曝を

考慮していない点です。

（b）「低線量」放射線内部被曝に基づく晩発障害のリスク

今回の事故報道に接して、私が一番奇妙に思うことは、私たちの暮らす自然

環境に放出された放射線による内部被曝の危険性についてほとんど触れられな

いことです。もうひとつの不思議は、時を経て出てくる先天障害や白血病・が

ん・免疫異常・循環器疾患などの晩発障害には、ほとんど触れられないことで
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す。

もちろん急性障害がないわけではありません。今こうしている間にも、いの

ちを削りながら事故を起こした原発の現場で働いている何千人（何万人かもし

れません）もの方々がいらっしゃいます。無防備な状態で作業をしていて足の

皮膚に火傷を負い、放射線医学総合研究所に入院した作業員のことは報道され

ましたが、高度に汚染された現場あるいは現場近くで働いているひとの健康状

態に私たちはもっと想いを馳せるべきだと思うのです。

(c)「低線量」放射線内部被曝による健康障害のメカニズム

外部被曝がおもにガンマ線が外から（多くの場合短時間）身体を貫いたとき

の影響であるのに対して、内部被曝は、身体の中に沈着したさまざまな放射性

物質（核種）からくり返し長期間にわたって照射される、おもにアルファ線と

ベータ線による健康影響です。アルファ線やベータ線を出す核種の小さな粒が

沈着した部位のまわりの細胞にとって、それらの線量は決して低線量ではあり

ません（「放射線は、可視光線と同様、距離の二乗に反比例して減弱する」）。

このことが、内部被曝を外部被曝から明確に区別しなければならない理由で

す。しかも、アルファ線による細胞レベルの生体影響（分子の切断→DNA 障害）

はガンマ線に比べると、桁外れに大きいのです。ベータ線もガンマ線にくらべ

非常に大きな DNA 障害を与えます。ICRP は、ガンマ線 1 に対してアルファ線

に 20 という係数を与えていますが、ベータ線はガンマ線を同じ 1 としていま

す。ICRP のアルファ線およびベータ線の健康影響は、ともに著しい過小評価

になっていると言わねばなりません。

1988 年に結成された ECRR（ヨーロッパ放射線リスク委員会）は、「低線量」

放射性物質による内部被曝がもたらす晩発障害＝さまざまな健康障害に警鐘を

鳴らしました。1997 年、一定レベル以下の「低線量」放射線廃棄物をその他の

産業廃棄物と同様に処理しても良いとするクリアランス制度が EU 議会に上程

されようとしたとき、これにストップをかけたのが ECRR です（ちなみに日本

では、クリアランス制度が国会で議決されてしまっています）。この制度をめ

ぐる激しい議論を経て、ECRR は ICRP から独立した民間機関（ICRP も民間の

期間です）として、EU 議会で認知されました。

内部被曝を無視する日本政府は、年 100 ミリシーベルト以下は健康障害なし

としています。「低線量」であっても放射性物質の微小粒子が体内に留まった

場合、重篤な健康障害（DNA 障害）をもたらすとする ECRR のリスク曲線と

日本政府の折れ線と間が、日本政府と東電が無視している健康影響リスクです

（図 2-5）。
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（[参考文献]：松井英介著「見えない恐怖―放射線内部被曝―」2011 年、旬報

社刊から引用

（d）生態系の中で生きる

私たちは、空気なしでは生きていけません。私たちのからだは水でできてい

るといっても過言ではありません。私たちヒトの祖先である小さな生き物は、

海で産まれた私たちの祖先は海の水に近い環境を自らの身体の中に創ったと言

われています。私たちのからだの7割、乳児の場合は8割が、海の水に近い組成

をもった水です。ナトリウムやカリウムなど塩分がバランスよく保たれた環境

＝内部環境の中で私たちの細胞は生きています。

ホルモンの変動にあわせて微調整しながら、体温は一定に保たれています。

心臓は私たちがこの世に生を受けてからずっと一定のリズムを刻み続けていま

す。このようないのちの恒常性に支えられて、私たちは、今ここにいます。そ

して、私たちは、植物とは違って、ほかの生きもののいのちを自らのからだに

取り込むことなしに、生きていくことができないのです。

今回の事故は、あらためて、私に自分自身のいのちとまわりのいのちの関わ

りを考えさせてくれました。
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大量の放射性物質を海に放出するとき、あるひとはこう言いました。「海の水

で薄まるから、大丈夫！」。そのひとは、海には生き物がいっぱいいることを

忘れていたのかもしれません。放射性物質をプランクトンが取り込み、それを

小さな魚が食べ、その小さな魚を大きな魚が食べる。生態系の中でこのような

食物連鎖を繰り返すうちに、放射性物質がだんだん濃くなること、生態系濃縮

をご存知なかったのでしょう。

陸上でも同じです。乳牛は空気を吸って生きています。空気が汚染されれば、

汚染物資を空気とともに肺の中に取り込みます。できるだけ自然な条件で育て

ようとしている畜産農家の乳牛は、アメリカ産の配合飼料ばかり食べているわ

けではありません。外に出て草を食べます。土も食べます。草や土が汚染され

ていれば、それも一緒にからだの中に取り込みます。茨城産の牛乳からセシウ

ムが検出されたのは、そのためでした。

今回の事故の後、放射性物質は、風の向きによっては数百キロ離れたところ

まで運ばれました（図1）。群馬産の野菜からセシウム137が検出されたのは、

風や雲と一緒に運ばれ、土の上に降り積もり、地下水にも浸透していたセシウ

ムの小さな粒を野菜が自らの体内に取り込んだ結果でした。放射線は距離の二

乗に反比例して弱くなるから、福島から200ｋｍも離れた東京は大丈夫と言っ

たひとがいましたが、雨雲とともに運ばれてきた放射性物質を含んだ水道水を

飲んだ場合、それはすぐ側にあるのです。細胞の間に留まった放射性物質の小

さな粒子は、距離が近いだけに、まわりの細胞とDNAに照射される放射線の強

さは半端ではないのです。

胎児や小さな子どもは、細胞分裂の速度が速く、代謝もおとなよりははるか

に活発です。体重あたりでみると、甲状腺に取り込むヨウ素131の量もずっと

多いのです。カリウムはナトリウムなどとともに重要な電解質ですが、カリウ

ムと似た化学的性質をもったセシウム137の影響は、子どもにとってずっと深

刻だと考えなければなりません。体重や皮膚の性状、内臓の大きさなどが人間

に最も近いとされるブタの臓器を使って、セシウムの体内分布を調べた木村真

三氏（元放射線医学総合研究所研究員）によれば、セシウム137は心臓と腎臓

に最も高濃度に集積していました。腎臓は排泄臓器ですから水溶性のセシウム

137が集中するわけですが、24時間休みなく働き続ける心臓がカリウムと類似

の挙動を示すセシウム137を高濃度に取り込んでいたという事実は注目すべき

事柄です。

　私たち人間の驕りで、放射性物質を不法にばらまき、いのちといのちを育む

生態系を破壊した結果、子どもたちの健やかな成長は、著しく損なわれたと評

価しなければなりません。
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図1：放射能の拡がり［等値線作成：早川由紀夫（群馬大学）初版2011.04.21、
改訂版06.18］

　（e）放射線から身体を守る

　放射線から身体を守るには、放射性物質を身体の中に取り込まないようにす

ることにつきます。とくに小さな子どもや赤ちゃんをおなかにかかえたお母さ

ん、授乳中のお母さんには、特別の配慮が必要です。早く汚染されたところか

ら避難することが必要です。それも、個人的ではなく、幼稚園や保育園、小中
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学校が丸ごと移動できるよう、国と自治体に働きかける必要があります。受け

入れ先では、子どもたちが安心して暮らし勉強できる環境を整えるべきです。

呼吸とともに肺から吸い込んだり、母乳や牛乳、水や食べ物とともに消化管

から取り込んだ放射性物質の小さな粒は、身体の中のいろいろな場所で放射線

を出しつづけます。このように、何回も繰り返し長期間にわたって、ごく近い

ところから放射線を浴びる内部被曝を、外からごく短い時間放射線を浴びる胸

部X線検査や胃透視検査などの外部被曝から区別して、健康影響を考えること

が大切です。放射性物質の小さな粒のまわりの細胞にとって、内部被曝の影響

は、外部被曝と比べるとケタ違いに大きいことを、子どもにも教えないといけ

ません。

ヨウ素131は、甲状腺に集中的に取り込まれます。これを防ぐにはあらかじ

め安定型のヨウ素剤を飲んでおくことによって、ヨウ素131の侵入をかなり防

げます。14歳以下の子どもでは発がんのリスクが高いので、有効です。しかし

これはヨウ素131に限ったことで、セシウム137やストロンチウムなどに有効な

薬はありません。

土に降り積もったセシウム137をナタネの栽培することによって、浄化しよ

うとする試みがありますが、水に溶けない化合物になったセシウム137が40％
ほどあります。ナタネは不溶性のものを取り込まないので除去は難しく、セシ

ウム137の半減期は約30年ですから、なかなか厄介です。人間の身体の中でも、

不溶性の核種はいつまでも留まるので、それによる健康影響はより大きいので

す。

マスクをすることによって粒の大きなものはある程度防げますが、小さなも

のは細気管支から肺まで入り込みます。細菌やヴィールスと違って、野菜や魚

の身体に取り込まれた放射性物質の微粒子は、熱を加えても消毒はできません。

　放射性物質を浴びた父親の精子を介して、あるいは母親の卵子を介して次の

世代に障害が現れることは、世界各地に実例があります。

　今回の核（原子力）事故で自然界に放出された放射性物質の量は、人類史上

例を見ないものであると考えられます。その意味でも世界中から注目されてい

ますが、1930 年代から 1940 年代の無差別皆殺し戦争以来の深刻なできごとだ

と考えるべきではないでしょうか。

　これから気の遠くなるほど長くつづく放射線による健康影響をどうするのか。

どのように生きていけば良いのか。子どもたちを交えて、私たち一人ひとりの

生き方の問題として、議論を深めて行きたいものです。
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第 2 章　郡山市における放射線による晩発障害の予測―チェルノブイリ原発事

故に学ぶ

福島県郡山市の環境放射線汚染度と近似の汚染が確認されているベラルーシ

やウクライナなどチェルノブイリ原発事故汚染地域における健康障害調査デー

タから、郡山市で今後発症するであろう種々の健康障害＝晩発障害を予測しま

す。

　(1）チェルノブイリ原発事故

1986 年 4 月 26 日ソビエト連邦（現ウクライナ）のチェルノブイリ原子力発

電所 4 号炉で起きた人類史上最悪の事故です。後に定められた国際原子力事象

評価尺度のレベル 7 とされました。今回の福島原発事故もそれと同じレベル 7
と評価されました。

　当初ソ連政府は、この事故を隠しましたが、事故翌日の 27 日にスウェーデ

ンのフォルスマルク原発でこの事故による放射性物質が検出され、世界中が知

るところとなったため、28 日に公開に踏み切りました。ソ連政府が近くに住む

住民の避難措置を、直ぐにとらなかったため、住民は大量の放射性物質を浴び

ることになりました。5 月 3 日には日本でも、雨水から放射性物質が検出され

ました。ソ連政府は炉心内への鉛の大量投入、液体窒素を使って炉心を周囲か

ら冷やす処理を行ない、5 月 6 日までに大規模な放射性物質の漏出は止まった

と発表しました。

　事故から一ヶ月後までに原発から 30ｋｍ以内の住民 11 万 6 千人は、全員避

難を余儀なくされました。しかし、留まった人もありました。本橋成一さんの

ドキュメンタリー映画「アレクセイと泉」は、故郷に住み続けることにした年

寄りたちとひとりの若者・アレクセイの物語です。そして、もうひとりの主人

公が、汚染されていない数百年前の水がこんこんと湧き出る泉なのです。

高濃度の汚染は、ウクライナだけでなく、ベラルーシやロシアにも拡がり、

多くの健康被害をもたらしました。事故を起こした 4 号炉をコンクリートで封

じ込めるために（石棺）、延べ 80 万人もの人びとが、国内だけでなく外国から

も動員され、この人びとからも健康障害が多発しました。

(2）東電福島第一原発事故による自然環境汚染と晩発障害

東電福島第一原発事故によってひろく福島県の自然環境を汚染した各種放射

性物質の総量はチェルノブイリ事故のそれを超えるとされています。

IAEA への報告書：放出量の試算値をご参照ください（図 2）。セシウム 137

（物理的半減期 30.0 年）1.5×1016 Bq と、ストロンチウム 90（物理的半減期 29.9

年）1.4×1014 Bq を比較すると、セシウム 137 に比べてストロンチウム 90 の放

出量は約 100 分の 1 です。しかし、ストロンチウム 90 の健康リスクは、セシ
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ウム 137 の約 300 倍もあるので、決して無視できる値ではありません。

また、プルトニウム 239（物理的半減期 24065 年）3.2×1009 Bq と、セシウ

ム 137 やストロンチウム 90 に比べると放出量は数桁少ないのですが、物理的

半減期は 2万 4千年と長く、自然生態系や人体内での積算線量も高くなります。

図２：2011 年 3 月 16 日までの大気中への放射性物質放出量試算値

（2011 年 6 月 6 日公表　原子力安全・保安院　IAEA 報告書資料より）
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　さらに、プルトニウム 239 が出すアルファ線の体内局所でのイオン化作用は

強力で、水の分子やタンパク質の分子を高率に切断するため、DNA に修復不可

能なキズをつける頻度が高いのです。これが先天障害や悪性腫瘍、さらに免疫

不全やⅠ型糖尿病、心臓循環器疾患など晩発障害の原因となります。量が総体

的に少ないからとして、人間が創り出した最強の毒物を無視することは許され

ません。

　(3）郡山市における放射線による晩発障害の予測

2011 年8 月30 日に文部科学省が発表した福島県内各地の土壌汚染度調査の

結果（甲５０号証「土壌の核種分析結果(セシウム134、137)について」）を見

ると、深刻な汚染が確

認できます。

郡山市内では118 ヶ所の測定を行っていますが、その単純平均値はセシウム

137 の濃度で99.7kBq/m2です。これは、2.7Ci / km2 に相当します。

また、今回債権者となった１４名の子どもたちが通学している７つの学校周

辺の１９の測定地点のセシウム137 測定値の平均値は189.768ｋＢｑ／ｍ2＝

5.13Ci/km2、５Ci/km2 以上となっています（その詳細は１９の測定地点のデ

ータと地図を示した別紙１と別紙２を参照下さい）。

ウクライナの放射能汚染定義および年間被ばく線量と1時間当たりの線量率は、

以下の、オレグ・ナスビット、今中哲二：「ウクライナでの事故への法的取り

組み」今中哲二編「チェルノブイリ事故による放射能災害―国際共同研究報告

書」【技術と人間 1998年出版】P.48の表1を参考にしました。

これらの値をもとに、福島県郡山市において今後予想される放射性物質の内

部被曝によるさまざまな晩発障害を、チェルノブイリ原発事故によって深刻な

放射性物質による汚染と、それによるさまざまな晩発障害を背負いつつあるベ
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ラルーシやウクライナにおける調査・研究結果から予想します。比較検討のた

めに、参照した調査・研究結果は、チェルノブイリ事故 25 周年記念国際会議

で 紹 介 さ れ た Annals of the New York Academy of Sciences
Volume1181(Dirctor and Executive Editor Douglas Braaten)の論文集から引用し

ます。

　(4）チェルノブイリ事故 25 周年記念国際会議で示された研究結果をもとに

した推定

チェルノブイリ事故 25 周年を記念して、2011 年 4 月 6 日から 8 日までドイ

ツのベルリンで国際会議が開かれました。その会議のプログラムとレジュメな

どは、次の website で読むことができます。

http://www.strahlentelex.de/tschernobylkongress-gss2011.htm
http://www.strahlentelex.de/Abstractband_GSS_2011.pdf
http://www.strahlentelex.de/Yablokov%20Chernobyl%20book.pdf
上記国際会議で紹介された、Annals of the New York Academy of Sciences

Volume1181(Dirctor and Executive Editor Douglas Braaten)の論文集から、この

間にウクライナやベラルーシで確認された先天障害やがん、その他の疾患のデ

ータのいくつかを引用し、郡山市において今後予想される放射性物質の内部被

曝によるさまざまな晩発障害を推定します。

　（a）先天障害の増加

　まず、ベラルーシからの先天障害に関するレポートです。表 5.68 と表 5.69
（表 5.69 は表 5.68 から抜粋したものです）をみてください。

セシウム 137 の高濃度汚染地域[ A.Heavily contaminated districts: つまり、セ

シウム 137 の濃度が 5Ci/km2 以上]で生きて産まれた新生児 1000 人の中に、事

故の前には 4.08 だった先天障害が事故後の 1987 年から 88 年には 7.82 と倍近

くに増えています。また、セシウム 137 の低濃度汚染地域[B.Less contaminated
districts: セシウム 137 の濃度が 1Ci/km2 以下] においても、少し遅れて、事故

の前には 4.36 だったものが 1990 年から 2004 年には 8.00 に増加しています。

ともに統計学的に有意です。前述の通り、福島県郡山市の債権者の子どもたち

が通う学校周辺では平均汚染度は 5 Ci/km2 以上ですから、とくに高度汚染地域

[ A.Heavily contaminated districts: セシウム 137 の濃度が 5Ci/km2以上]のデー

タは、福島県郡山市の 7 つの学校の子どもたちが今後背負うであろう健康障害

を予想する上で、きわめて重要なものだと評価しなければなりません。さらに

低濃度汚染地域[B.Less contaminated districts:<1Ci/km2]のデータは、郡山市の

より低濃度汚染地域においても、先天障害の増加を予想させるという意味で、
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きわめて重要です。

上の表 5.68 には、先天障害が疾病別にリストアップされ、出生 1,000 人当

たりの数が示されています。疾病別リストは上から、全先天障害患者数、無脳

児、脊椎ヘルニア、多指症、ダウン症、多重先天障害、新生児死産児全体に占

める先天障害児の比率を示しています。高濃度汚染地域 [ A.Heavily
contaminated districts: >5Ci/km2] 、低濃度汚染地域 [B.Less contaminated
districts:<1Ci/km2]ともに、原発事故後先天障害発症数・率が増加しています。
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次の図 5.15 は、脚や腕や胴体の先天障害を背負った子どもたちです。

　

　次の表 5.72 は、ベラルーシで公式に登録された出生 1,000 人当たりの先天

障害児数を、セシウム 137 による汚染のレベル別年代別に比較したものです。

クリーンとされている 1Ci/km2 未満の汚染レベルにおいても、チェルノブイリ

原発事故前 1982－1985 年の 4.72 に比し、事故後 1987－1992 年では 5.85 人と

先天障害児数の増加が見られました。郡山市全体の汚染レベルに相当する 1－

5Ci/km2 の汚染レベルにおいては、先天障害児数の増加はより顕著でした。全

ての汚染レベルにおいて、チェルノブイリ原発事故前後の違いが有意でした。

尤も、この表には、郡山市の債権者の子どもたちが通う学校周辺の平均汚染度

に相当する 5Ci/km2以上のデータはありません。
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（b）悪性腫瘍の多発

つぎにがんのデータです。まず次の表 6.1 をご覧ください。この表は、チェ

ルノブイリ事故以前と以後の人口 10 万人対がん発症数の推移を、ベラルーシ

のゴメル州とモギレフ州の、それぞれセシウム 137 による汚染度合いの異なる

3 地域別に比較したデータです。それぞれの地域の 15 Ci/km2以上ならびに 5～
15 Ci/km2 の汚染地域において、1986 年以降がんの発症が有意に増加している

ことが、示されています。さらにモギレフ州においては、5 Ci/km2 以下の地域

においても、原発事故後がんの発症数が事故前の 248.8 から 306.2 へと有意に

高くなっていることが示されています。

前述しました通り、福島県郡山市の債権者の子どもたちが通う学校周辺では

平均汚染度は 5 Ci/km2以上であり、ゴメル州とモギレフ州の 5 Ci/km2以上の汚

染地域において、がん発症が有意に増加していることを示すこれらのデータは、

今後債権者の子どもたちにがんが多発するリスクを予想させるもので、きわめ

て重要なものだと評価しなければなりません。
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　下の図 6.4 は、またベラルーシでは全国的に、甲状腺がんが、子どもおとな

ともにチェルノブイリ事故３年後から、当初の予想をはるかに超えて急増して

いることを示しています。

　次頁の図 6.6 には、ベラルーシ国全体において、甲状腺がんを背負った 0 歳

から 18 歳までの子どもが、1990 年過ぎから 2005 年にかけて増え続けている

様子が示されています。
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次の図 6.20 の正方形を結んで作ったグラフは、ベラルーシ・ゴメリ州のセシ

ウム 137 高濃度汚染地域（555kBq/m2 以上）で 1990 年以降の乳がんの発生率

の推移を示したものです。事故後 10 年余り経った 1997 年ころから急激に増え

ている実態が示されています。

（c）1 型糖尿病の増加

　チェルノブイリ原発事故以降高頻度に認められるようになったのは、先天障

害や白血病・がんなど悪性疾患だけではありませんでした。
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以下の表 5.21 は、ベラルーシの高濃度（ゴメル州）ならびに低濃度（ミンス

ク州）汚染地域における小児とティーンエイジャー 10 万人対における 1 型糖

尿病の発症を見たものです。セシウム 137 高濃度汚染地域（15-40Ci/km2）では

事故以前に比し、優位に増加しています。低濃度汚染地域（1-15Ci/km2）でも、

統計学的に有意ではありませんが、上昇傾向がうかがえます。このデータは郡

山市の子どもたちの 1 型糖尿病の発症を予想する上で、重視されなければなり

ません。

（d）水晶体混濁、白内障

放射線被曝は白内障の原因として以前から注目されてきましたが、原告・郡

山市の子どもたちが通学する学校周辺と同程度のチェルノブイリ原発事故によ

る汚染地域で、水晶体混濁、白内障と診断される子どもが増えています。

次頁の表 5.52 は、ベラルーシにおける汚染の度合いと水晶体混濁の発症頻度

を見たものです。よりセシウム137によって高濃度に汚染されたブレスト州（137

－377kBq/m2)では、低濃度汚染のヴィテフスク州（3.7kBq/m2)に比し、水晶体

混濁の度合いが高率でした。

　前述しました通り、福島県郡山市の債権者の子どもたちが通う学校周辺では

平均汚染度は 189.768 kBq/m2ですから、ブレスト州の 137 kBq/m2以上の汚染

地域において、低濃度汚染のヴィテフスク州（3.7kBq/m2)に比し、水晶体混濁

の度合いが高率であることを示すこのデータは、今後債権者の子どもたちに水

晶体混濁のリスクを予想させるもので、きわめて重要なものだと評価しなけれ

ばなりません。



19

下の図 5.11 は、ベラルーシの子どもたちを調べたところ、子どもたちの体内

に取り込まれたセシウム 137 からの放射線量（縦軸：Bq/kg）が高い子どもに

両眼の水晶体混濁（横軸）が高頻度に観察されたことを示しています。今後、

郡山市の子どもたちが摂取したセシウム137の放射線量を調べることによって、

両眼の水晶体混濁（白内障）発症を予想することができます。

1991 年ウクライナ・キエフ州イヴァンキフ地域の四つの村で、7 歳から 16 歳

までの子ども 512 人について、眼球水晶体の病的変化を調べた研究データ

（Fedirko and Kadoshnykova,2007）があります。これら四つの村は、土壌中

のセシウム 137 汚染の度合いが異なるだけです。
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(ⅰ)第 1 村：平均 12.4Ci/km2(最高 8.0 Ci/km2; 村の 90%は 5.4Ci/km2)1

(ⅱ)第 2 村：平均 3.11Ci/km2(最高 13.8Ci/km2; 村の 90%は 4.62Ci/km2)。

(ⅲ)第 3 村：平均 1.26Ci/km2(最高 4.7Ci/km2; 村の 90%は 2.1Ci/km2)。

(ⅳ)第 4 村：平均 0.89Ci/km2(最高 2.7Ci/km2; 村の 90%は 1.87Ci/km2)。

　検査を受けた子どもたちの 51％に、典型的な水晶体の病状（混濁）がみられ

ました。また土壌汚染レベルの高い村で、水晶体混濁は高率でした。非典型的

な病状（水晶体後部皮膜下層の混濁、後部皮膜と核部の間の班状・点状構造の

不明瞭化および小水泡）は、土壌汚染の平均値ならびに最高値と相関しており、

高率（r=0.992）に認められました。1995 年には、第 1 村と第 2 村（土壌汚染

の平均値 2Ci/km2）において、34.9％にまで、著明な増加がみられた。1991 年

に皮質層混濁の早期変化を示した二人の少女は、退縮型白内障の進行と思われ

る目のかすみと診断された。

下の表 5.78 は、ベラルーシの汚染されたゴメル州全体の 18 歳未満の子ども

たちについて種々の疾患罹患率（10 万人対）を包括的にみたものです。チェル

ノブイリ原発事故以前に比べ、1997 年には、循環器（心臓）疾患 13.3 倍、呼

吸器疾患 108.8 倍、泌尿器系疾患 48.0 倍、消化器疾患 213.4 倍、先天障害 6.7

倍、腫瘍性病変 95.7 倍に、それぞれ増えています。

                                                  
1 平均値と最高値に記載ミスの可能性がありますが、原文通り、訳出。
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　次の表 5.79 は、北ウクライナの成人と 10 代の若者について、人口 10 万人

対の疾患罹患率みたものです。事故直後の 1987 年に比べ 1992 には、内分泌

系疾患 25.8 倍、精神障害 52.8 倍、神経系疾患 5.7 倍、循環器（心臓）疾患

44.0 倍、消化器疾患 60.4 倍、皮膚および皮下組織疾患 50.5 倍、筋肉骨疾患

96.9 倍に、それぞれ増えています。

 (e) Annals of the New York Academy of Sciences  Volume1181
(Director and Executive Editor Douglas Braaten)の論文集のまとめ

この論文集のまとめ、「一般民衆の健康と自然環境に対するチェルノブイ

リ・カタストロフがもたらした 23 年後の重大なる影響」と題された第 15 章

には、今回の福島県郡山市の放射線汚染とそれによる晩発障害、さらに今後

の対策を考える上で、次のような示唆に富む内容が記述されています。

「・・・ 1986 年には、4kBq/m2（0.1Ci/ km2）以上の放射能（セシウム 137、
ストロンチウム 90m、プルトニウムおよびアメリシウム：引用者注）で汚染

された地域にほぼ 4 億人の人々が住んでいました。しかも今なお約 500 万人

（チェルノブイリ原発事故後 23 年、ウクライナ、ベラルーシ、ヨーロッパ・

ロシア）は 4kBq/m2 以上の危険な汚染に晒されています。有病率の増加、早

すぎる老化、そして遺伝子異常が、すべての汚染地域で調査・研究されまし

た。

　全死亡率の増加が、ヨーロッパ・ロシアでは最初の 17 年に 3.75％、ウク

ライナでは 4.0％に上りました。内部被曝のレベルは、植物による吸収とセ

シウム 137、ストロンチウム 90m、プルトニウムおよびアメリシウムのリサ

イクルによって上昇し続けています。 “安全”と考えられている年 1mS を

超えたところでは、体内積算線量をできるだけ低く抑えるために、住民のセ

シウム 137 の体内レベルを、子どもでは 50Bq/kg 以下、おとなでは 75 Bq/kg
以下にしなければなりません。・・・」
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図 2.15：子どもにおける生体内セシウム 137 蓄積濃度と正常心電図を呈した

子どもの割合

(g) 子どもの集団疎開は不可欠

今回の福島原発事故によって自然環境中に排出される放射性物質は、チェル

ノブイリより多いと評価されています。その理由は、チェルノブイリで事故を

起こした原発が一基だったのに対して今回は４基。運転開始間もなかったチェ

ルノブイリに比べ、日本では数十年間運転を続けてきたため、日本の原発には

大量の使用済み燃料や核廃棄物が蓄積されていること。このことは、東電自体

も認めています。それに加えて今回は、大気中のみならず海洋汚染を世界中に

もたらしたという意味で、後になって出てくる様々な晩発障害もいっそう深刻

だと評価しなければなりません。しかも事故は半年を過ぎた今なお、収束から

は程遠い状態にあり、さまざまな放射性核種が自然生活環境に放出され続けて

いるのです。

チェルノブイリ原発事故後放射性物質によって汚染されたベラルーシやウク

ライナの子どもたちを襲った様々な健康障害は、今回の東電原発事故で汚染さ

れた郡山市やひろく福島県さらに県境を超えた汚染地域で生活する、とくに子

どもたちに、今後長期間、何十年にわたって様々な病気をもたらすであろうこ

とを予想させます。すでに東電福島原発事故後、7 ヶ月が過ぎ去りましたが、

今からでも遅すぎることはありません。子どもの集団疎開措置を可及的速やか

に実施することを、一臨床医として切望するものです。

第 3 章　内部被曝とはどのようなものか

（１）放射線と電磁波

放射線は、正確には、イオン化放射線といいます。原子核とそのまわりを回

っている電子とは強い力で結びついていますが、この電子を吹き飛ばすエネル

ギーをもった放射線をイオン化放射線といいます。

物質を透過する力を持った光の仲間で、放射線を出す能力を「放射能」とい

い、この能力をもった物質のことを「放射性物質」といいます。そして、人体

が放射線に曝されることを「被曝」と言います。

放射線を大きく、電磁放射線と粒子線に分けることができます。電磁放射線

の代表はＸ線とガンマ線です。ガンマ線は X 線より波長が短く、私たちの身体

により大きなエネルギーを与えます。粒子線の代表は、アルファ線とベータ線

です。

放射線は、可視光線、紫外線、赤外線と同じ波の性質をもっていて、直進、
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反射、散乱、干渉という物理的な性質は共通しています。大事なことは、「距

離の二乗に反比例して減弱」することです。今回の事故の後、福島と東京とは

200 キロメートル以上離れているから、東京には影響がないと言ったひとがい

ましたが、放射性物質の小さな粒が空気や雲・霧と一緒に運ばれてきて、呼吸

や飲食とともに体内に取り込まれたときの状況、すなわち内部被曝をまったく

考えていないのだと思います。粒子の大きさがナノメートルサイズ（ナノは 1000
分の 1 ミクロン、ミクロンは 1000 分の 1 ミリ）になると数千キロメートル遠

くまで飛ぶことがわかっています。

（2）内部被曝

外部被曝がおもにガンマ線が外から身体を貫いたときの、多くの場合短時間

の影響であるのに対して、内部被曝は、身体の中に沈着したさまざまな放射性

物質（核種）からくり返し、長期間にわたって照射されるおもにアルファ線と

ベータ線による影響が問題になります。アルファ線やベータ線を出す核種の小

さな粒が沈着した部位のまわりの細胞にとって、それらの線量は決して低レベ

ルではありません（「距離の二乗に反比例して減弱」）。

内部被曝を外部被曝から明確に区別しなければならない理由です。しかも、

アルファ線による生体影響はガンマ線に比べると、桁外れに大きいのです。ベ

ータ線もガンマ線にくらべ非常に大きな影響を与えることがわかっています。

ICRP も、ガンマ線 1 に対して、アルファ線に 20 という係数を与えていますが、

ベータ線は同じ 1 としています。これは、以下の[参考資料]に紹介する分子生

物学の研究成果などを考慮すると、ともに著しい過小評価になっていると考え

られます。

1988 年に結成された ECRR（ヨーロッパ放射線リスク委員会）については、

第 1 章の 1 の（1）をご参照ください。

[参考資料]
●ペトカウ効果　低線量放射線による細胞膜破壊

アブラム・ペトカウ（Abram Petkau）は 1972 年、マニトバにあるカナダ原

子力委員会のホワイトシェル研究所で全くの偶然から、大発見をした。即ち、

「液体の中に置かれた細胞は、高線量放射線による頻回の反復放射よりも、低

線量放射線を長時間放射することによって容易に細胞膜を破壊できる」ことを

実験で確かめた。

　ペトカウは牛の脳から抽出した燐脂質でつくった細胞膜モデルに放射線を照

射して、どのくらいの線量で膜を破壊できるかの実験をしていた。エックス線

の大装置から 15.6 シーベルト/分の放射線を 58 時間、全量 35 シーベルトを照
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射してようやく細胞膜を破壊することができた。

　ところが実験を繰り返すうち、誤って試験材料を少量の放射性ナトリウム 22
が混じった水の中に落としてしまった。燐脂質の膜は 0.00001 シーベルト/分の

放射を受け、全量 0.007 シーベルトを 12 分間被曝して破壊されてしまった。

彼は何度も同じ実験を繰り返してその都度、同じ結果を得た。そして、放射時

間を長く延ばせば延ばすほど、細胞膜破壊に必要な放射線量が少なくて済むこ

とを確かめた。

　これが、これまでの考え方を 180 度転換させた「ペトカウ効果」と呼ばれる

学説だ。

(肥田舜太郎、鎌仲ひとみ著「内部被曝の脅威―原爆から劣化ウラン弾まで」ち

くま新書,2005 年,P.90-1)
(Petkau.A. 1972. Effect of 22Na+ on a phospholipid membrane. Health
Physics: 22; 239-244)

●バイスタンダー効果

最近の分子生物学的研究によって、低線量放射線内部被曝による健康影響を

考える上で、とても重要なことがわかってきた。それは、低線量放射線を浴び

た細胞に、バイスタンダー効果があるという事実。

バイスタンダー効果とは、放射線で直接攻撃されなかった細胞に、直接攻撃

された周囲の細胞から,細胞質内水分子のイオン化作用などを介して、被曝の効

果が伝えられることを指す。すなわち、直接攻撃されなかった細胞が死んだり、

染色体異常が起ったり、がん化などが起る現象を指す。

米コロンビア大学のトム K.ヘイ(Tom K. Hei)らが行なったアルファ線をマイ

クロビーム装置を使ってヒトハムスターハイブリッド細胞にあてた実験がある。

それによれば、アルファ線を細胞核に当てた場合、細胞の 20％が死亡し、ほと

んどが異常となった。一方、細胞核外や細胞外にアルファ線を当てた場合にも、

多くの細胞に染色体異常がみられた。

（佐渡敏彦、福島昭治、甲斐倫明著「放射線および環境化学物質による発がん

―本当に微量でも危険なのか？」医療科学社、2005 年）。

（Mothershill C, Seymour C, （2001） Radiation induced bystander effects:
past history and future directions Radiat. Res. 155, 759-67.）
（Tom K. Hei,* Li-Jun Wu,* Su-Xian Liu,* Diane Vannais,‡ Charles A.
Waldren,‡ and Gerhard Randers-Pehrson*（1997）Mutagenic effects of a
single and an exact number of a particles in mammalian cells, Proc Natl Acad
Sci U S A.; 94(8): 3765–3770.）
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●放射線誘導遺伝的不安定性とミニサテライト配列

　さまざまなストレスが、細胞や組織に遺伝的な不安定さを惹き起こすことが

わかってきた。それらのストレスの代表が放射線。放射線を浴びたとき、初め

に受けた傷を乗り越えて生き残った細胞集団のなかに、さまざまな遺伝的変化

が、放射線を浴びなかったときの数倍から数十倍も出てくる。その遺伝子変化

が、分裂した細胞につぎつぎと受け継がれていくことを、放射線誘導遺伝的不

安定性という（図 8.6）。遺伝子のなかには、この不安定性が起りやすい弱い部

分がある。その弱い部分の構造をミニサテライト配列とかマイクロサテライト

配列という。

バイスタンダー効果、放射線誘導遺伝的不安定性やミニサテライト変異など、

最近の分子生物学的に解明されてきた遺伝子に対する放射線影響の研究は、被

曝局所の変化を全身均一被曝に換算なする実効線量当量・ Sv によって遺伝子

変化を評価する ICRP 評価基準の抜本的変革を促しているといえよう。

（佐渡敏彦、福島昭治、甲斐倫明著「放射線および環境化学物質による発がん

―本当に微量でも危険なのか？」医療科学社、2005 年）

（Yuri E. Dubrova*†, Valeri N. Nesterov‡, Nicolay G. Krouchinsky‡,Valdislav
A. Ostapenko‡, Rita Neumann†, David L. Neil† & Alec J.Jeffreys†. Human
minisatellite mutation rate after the Chernobyl accident Nature 380, 683 -
686 (25 April 1996)

第4章 日本政府と東電はなぜ内部被曝を隠蔽するのか

1946 年に設立された NCRP(米国放射線防護委員会)は、第 1 委員会：外部放

射線被曝限度に関する委員会とともに、第 2 委員会：内部放射線被曝に関する

委員会を設置しました。

1950 年に設立された ICRP（国際放射線防護委員会）は、ほぼ NCRP の陣容

と並行して運用されましたが、1951 年内部放射線被曝に関する第 2 委員会の

審議を打ち切ってしまいました。そして、この事実は 1953 年まで公表されま

せんでした。

「日本政府と東電はなぜ内部被曝を隠蔽するのか」を考える上で、ICRP と

NCRP の内部被曝線量委員会委員長であった保健物理学者・カール・ Z ・モー

ガンのコメントはきわめて示唆に富んでいますので、以下にご紹介します。

「内部被曝委員会では、すべての放射性核種の最大許容濃度（MPC)値を決

定した。NCRP と同様 ICRP は、原子力産業界の支配から自由ではない。原発
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事業を保持することを重要な目的とし、本来の崇高な立場を失いつつある」

「トリチウム（3Ｈ、ベータ放出核種）は人間の組織に沈着すると破壊的にな

りえる。」

「ＩＣＲＰの内部被ばく線量委員会の事務局員 W.S.スナイダー（W. S.
Snyder）とともに、トリチウムの『線質係数』の値をあげるよう命がけで努力

した。ＭＰＣ（放射性核種の最大許容濃度）が低くなれば、産業会と軍にとっ

てこれに対応するためにより困難が生じ経費がかかるので重大なことである。

他の表現をすると、線質係数が高くなると、トリチウムに対するＭＰＣが低く

なり、放射線を取り扱っている人の作業条件がより安全になる。」「ＩＣＲＰメ

ンバーであるグレッグ・マーレイ（Gregg Marley）は、原子力産業界がＩＣＲ

Ｐに対して密接な関係を持っていることを率直に認めている。(線質係数を)そ
のように変えると政府はトリチウムを使った兵器製造ができなくなることを公

に認めた。」。（カール・Ｚ・モーガン、ケン・Ｍ・ピーターソン著松井浩、片

桐浩訳「原子力開発の光と影―核開発者からの証言―」（2003）昭和堂）

内橋克人氏は、「地震、津波、つづく放射能汚染の『人災』が被災者を打ちの

めしている。なかでもとりわけ乳幼児は今スロー・デスの恐怖におののく」と

述べ、自著『原発への警鐘』で引用した米ピッツバーグ大学教授（当時、疫学

研究の第一人者）トーマス・Ｆ・マンクーゾの報告書「マンクーゾ報告」（1977
年）の次のような一節を紹介しています。

「被曝はスロー・デス（時間をかけてやてくる死）を招くものです。死は 20
年も 30 年もかけて、ゆっくりとやってきます。原子力産業はクリーンでもな

ければ、安全でもありません」「日本はアメリカに比べて国土も狭いし、人口

も密集している。この広いアメリカでも原発の危険性が常に議論されているの

に、狭い日本でもし原発事故が各地に広がった場合、いったい日本人はどこに

避難するつもりでしょうか。日本人は、広島、長崎と二度も悲惨な原爆の悲劇

を経験しているではありませんか」。

また、原発労働者について、マンクーゾ氏は次のように述べています。

「人間の生命を大事にするというのなら、原子力発電所内部で働く作業従業

員の被爆線量は。年間 0.1 レム以下に押さえるべきである」（引用者注：0.1 レ

ム＝1 ミリシーベルト、ICRP 勧告の 50 分の１）。

そして、「今この国のあり方を根幹から考え直すこと、それが夥しい犠牲者に

対する、生きている者のせめてもの責務ではないか。私はそう考える。」と内

橋氏は結んでいます。

内橋克人「巨大複合災害に思う―『原子力安全神話』はいかにつくられたか？」

世界 SEKAI,2011.5, P34-44.
内橋克人「日本の原発、どこで間違えたのか―“原発への警鐘”」2011 年、朝
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日新聞出版

 Thomas F. Mancuso, Alice M.. Stewart and George W. Kneale, Radiation
exposures of Hanford workers dying from cancer and other causes. Health
Physics 1977, 33:369-385.

　原子力開発に深く関わったアメリカ合衆国の二人の学者のコメントの要は、

内部被曝を考慮し、原子炉運転作業現場で働く作業員の健康維持を重視すると、

原子炉が運転できなくなるという一点につきるのです。

第5章 子どもの放射線内部被曝を防ぐ社会的対策

（1）日本政府と東電による内部被曝の隠蔽が最大の問題です

子どもの安全と健康の維持を最優先政治課題とすべき日本政府は、こともあ

ろうに、事故の後さまざまな事実を隠してきました。マスメディアは東電・政

府と足並みをそろえ、安全確保のため必要な情報を、住民の目から隠し報道し

ませんでした。東電は 3 月 11 日の事故直後に福島第 1 原発 1～3 号炉でメルト

ダウンさらにメルトスルーしていた事実を 5 月 12 日なって公表しました。事

故後六ヶ月が経過する今なお、高温で溶けたウランは地下水と接触し、自然環

境中への放射性物質の拡散は続いていると考えられています。

日本の気象庁は SPEEDI(緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム)
のデータを、手元にあったにもかかわらず、４月半ば過ぎまで公開しませんで

した。その結果、事故直後に現場近くから避難した家族が、たまたま風下に車

で移動したため、小さな子どもともども汚染された空気に晒されるつづけるこ

とになりました。何日か先まで汚染空気の流れを予測する SPEEDI が公開され

ていれば、余分な被曝を避けることができたのです。

千何百頭もの肉牛の内部被曝とそれを知らずに食べた人びとの内部被曝も、

百数十キロメートル離れた地域の稲藁が汚染されていたことは、これまた

SPEEDI のデータから予想できたはずです。汚染牛肉事件も政府の隠蔽がもた

らした余分な被曝だと言わねばなりません。その意味で、東電や政府の行為は、

「緩やかな殺人」と呼ぶのがふさわしいのではないでしょうか。

　つぎに大きな問題は、政府がヨウ素 131 とセシウム 137 のデータだけを発表

することです。ストロンチウム 90 やプルトニウム 239 などについては、自然

環境中で検出されているのですが、ほとんど報道しません。ストロンチウム 90
（物理的半減期約 29 年）は、体内ではカルシウムとよく似た動きをするので、

骨に長期間留まり骨髄などに障害を与え、白血病やがんを発症します。とくに

骨ごと食べる小魚の汚染が問題です。牛乳にも多く含まれるで、注意しなけれ

ばなりません。ウクライナ保健省は食品中のストロンチウム 90 の基準値を厳
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しく定めていますが、日本政府はまったく定めていません。ストロンチウム 90
はβ線とγ線の両者を出すセシウム 137 と違って、β線（体内では約 10mm
ほどしか飛びません）だけを出す核種ですので、透過性の強いγ線だけを計測

するホールボディーカウンターで調べてもわからないのです。プルトニウム 239
は、自然界には存在しない核種で、人間が原子炉でウランを分裂させて創り出

したものです。体内では周囲の細胞をα線（体内では約 40μm した飛びませ

ん）で被曝させ、遺伝子に傷をつける最強の毒物です。これもγ線を出しませ

んので、体内にあってもホールボディーカウンターでは検出できません。

尿や便、髪の毛や爪、抜けた乳歯などを調べることによって内部被曝を評価

できます。

（2）住民とくに子どもたちの安全を最優先課題とし、調査データをリアルタ

イムで公開させるチェック機構の確立が急務です

問題は、原発を推進するための省である経済産業省の下に原発の安全性チェ

ックを担う原子力安全・保安院があることです。その保安院は自然環境中に放

出された各核種の調査データを一般住民にわかりやすいやり方で公開している

とは、とても言えない状況です。この意見書で紹介した 2011 年 6 月 6 日付公

表の保安院データも、IAEA 調査団向けに報告した資料であり、私たちが保安院

の website にアクセスしても、見つけることはほとんど不可能です。

ストロンチウムとプルトニウムに関しては、文部科学省が 9 月 30 日になっ

て、東電事故現場からそれぞれ 80km、45km 離れた土壌中から検出したこと

を公表しました。経産省と文科省がそれぞれ別々に調査を進めている縦割り行

政構造の問題点は以前から指摘されていますが、最大の問題点は日本政府各省

庁のデータ隠しだと言わねばなりません。

各種放射性物質による内部被曝とそれによる健康障害を少しでも軽減するた

めの民主的な議論は、自然環境に放出され生態系に負荷を与えている全放射性

核種に関するデータのリアルタイム開示なしには成立し得ません。

(3) 政府や東電、マスメディアが公開しているデータは、すべて過小評価さ

れた結果だと見なければなりません

日本政府と東電に求める緊急の要求項目は次のようです。

① 事故現場周囲の岩盤に鋼矢板を打ち込み、放射性物質の拡散を極力防ぐこ

と。

② 自然環境中、酪農を含む農産物、水産物、食品中の各種放射性物質の全デ

ータを調査できる検査・相談ステーションの設置と人員の養成。全ての核

種について放射線量と放射性物質の粒子径をリアルタイムで公開すること。

nm(ナノメートル、ナノ＝ミクロンの 1/1000、ミクロン＝ミリの 1/1000)径





別紙１
債権者らが通う７つの学校周辺の土壌汚染度のデータ（１９の測定地点）
土壌採取
したメッシ
ュのID

緯度 経度 空間線量率
(μSv/h)

別紙２の地
図上の地点

000N050 37.42331 140.4175 223886 1.45 ①
000N052 37.42078 140.391 177987 1.06 ②
000N054 37.43234 140.3699 45664 0.62 ③
000N056 37.42561 140.3373 165461 0.9 ④
002N052 37.44589 140.389 155028 0.75 ⑤
002S052 37.41436 140.3904 199117 1.03 ⑥
002S054 37.41092 140.356 58260 0.65 ⑦
002S056 37.40467 140.3324 237433 0.85 ⑧
002S058 37.41117 140.3098 187783 1.04 ⑨
004S052 37.39308 140.387 141847 0.98 ⑩
004S054 37.39072 140.3624 443078 2.15 ⑪
004S056 37.39411 140.3381 234540 1.37 ⑫
006S052 37.38022 140.3799 124082 1.02 ⑬
006S054 37.37472 140.3673 180650 1.52 ⑭
006S056 37.37367 140.3393 273861 1.3 ⑮
006S058 37.38017 140.3095 188258 1.1 ⑯
008S054 37.35908 140.3568 166594 1.4 ⑰
008S056 37.36369 140.3341 224234 1.6 ⑱
008S058 37.36092 140.3197 177830 1.06 ⑲

合計 3605593
出典：文部科学省が年8 月30 日発表した
「土壌の核種分析結果(セシウム134、137)について」

上記１９地点のCs137濃度の平均値は
３６０５５９３÷１９≒１８９７６８Bq/m2＝１８９．７６８ｋBq/m2

これをCi/km2に換算すると
１８９．７６８÷３７＝５．１３Ci/km2

Cs137濃度
(Bq/m2)




